
橋本市規則第 5号 

 

橋本市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則の一部を改正する規

則を、別紙のとおり公布する。 

 

　　令和 8年 2月 16 日 

　　　　　　　　　　　　　　　　　          橋本市長　平木　哲朗 

 



橋本市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則の一部を改正する規則  

 

　橋本市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則 (平成 18年橋本市規則第 51号 )の一部を次のように改正

する。なお、改正部分は、次の表中の下線又は太線の部分である。  

 

　　　附　則  

　この規則は、令和 8 年 4 月 1 日から施行する。

 改 正 後 改 正 前

 (年 次 有 給 休 暇 の 単 位 ) (年 次 有 給 休 暇 の 単 位 )

 第 14条 　 年 次 有 給 休 暇 の 単 位 は 、 1日 、 1時 間 又 は 15分 と す る 。

た だ し 、 年 次 有 給 休 暇 の 残 日 数 の 全 て を 使 用 し よ う と す る 場

合 に お い て 、 当 該 残 日 数 に 15分 未 満 の 端 数 が あ る と き は 、 当

該 残 日 数 の 全 て を 使 用 す る こ と が で き る 。

第 14条 　 年 次 有 給 休 暇 の 単 位 は 、 1日 、 半 日 (勤 務 時 間 の 始 ま る

時 刻 か ら 休 憩 時 間 の 始 ま る 時 刻 ま で の 時 間 又 は 休 憩 時 間 の 終

わ る 時 刻 か ら 勤 務 時 間 の 終 わ る 時 刻 ま で の 時 間 を い う 。 )又

は 1時 間 と す る 。 た だ し 、 年 次 有 給 休 暇 の 残 日 数 の 全 て を 使

用 し よ う と す る 場 合 に お い て 、 当 該 残 日 数 に 1時 間 未 満 の 端

数 が あ る と き は 、 当 該 残 日 数 の 全 て を 使 用 す る こ と が で き

る 。

 2　 1時 間 又 は 15分 を 単 位 と し て 使 用 し た 年 次 有 給 休 暇 を 日 に 換

算 す る 場 合 に は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 職 員 の 区 分 に 応 じ 、 当 該

各 号 に 掲 げ る 時 間 数 を も っ て 1日 と す る 。

2　 1時 間 を 単 位 と し て 使 用 し た 年 次 有 給 休 暇 を 日 に 換 算 す る 場

合 に は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 職 員 の 区 分 に 応 じ 、 当 該 各 号 に 掲

げ る 時 間 数 を も っ て 1日 と す る 。

 (1)～ (4)　 略 (1)～ (4)　 略

 別 表 第 2(第 16条 関 係 ) 別 表 第 2(第 16条 関 係 ) 

 　 　

 事 由 期 間

 (1)～ (21)　 略 略

 (22 )　 職 員 が 裁 判 員 、 証 人 、 鑑 定

人 、 参 考 人 等 と し て 国 会 、 裁 判

所 、 地 方 公 共 団 体 の 議 会 そ の 他

官 公 署 へ 出 頭 す る 場 合 で 、 そ の

勤 務 し な い こ と が や む を 得 な い

と 認 め ら れ る と き

必 要 と 認 め ら れ る 期 間

 事 由 期 間

 (1)～ (21)　 略  

 

 

 

 

略


